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①国が実施する検討会の進捗状況について

○ 国において、新たな地域医療構想の策定ガイドラインの作成に向けた検討会が実施されている。

○ ただし、秋頃に予定されていた中間とりまとめは見送られており、現時点では今年度末のガイド

ライン発出に向けて検討会が続いている状況。
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年度 検討会 議題等

R6年度 新たな地域医療構
想に関する検討会

令和６年12月18日 とりまとめ（全13回）

R7年度 地域医療構想及び
医療計画等に関す
る検討会

第１回 ７月24日 検討会及びワーキンググループの議論の進め方等

第２回 ８月８日 医療機関機能・医療従事者の確保

第３回 ８月27日 区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方

第４回 ９月11日 医師偏在対策

第５回 10月15日 構想の策定・取組の進め方、病床等の医療需要の見込み

第６回 10月31日 医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等

第７回 11月14日 医師確保計画の見直し

第８回 12月12日 高齢者救急、医療機関機能、医師確保計画の見直し等

第９回 1月16日 医療需要の推計等、医療機関機能報告・病床機能報告、医師確保計
画の見直し等

第10回 1月28日 地域での協議、構想区域に関する協議、医療機関機能に関する協議、
地域医療構想調整会議のあり方、精神医療に関する地域医療構想の
今後の検討体制（報告）



②新たな地域医療構想について
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○ 85歳以上の増加や人口減少が進む2040年以降を見据え、全ての患者が、適切に医療・介護を受ける
ことができ、同時に、医療従事者の持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築を目指す。

○ 新構想は医療計画の一部から上位の位置づけに変更となり、医療計画は新構想に即して具体的な取
組を進める計画となる。

令和６年12月３日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料



【新構想のガイドライン案】

Ⅰ 経緯・背景

1 ガイドラインの目的

2 位置づけ

3 新たな地域医療構想の対象について

4 背景となる地域毎の課題

5 医療計画との関係

6 これまでの地域医療構想について

Ⅱ 地域医療構想の策定

1 地域医療構想の策定の進め方について

2 構想区域について

3 医療機関機能・病床機能と、当該機能を踏まえた需要

推計の基本的な考え方

4 入院医療に関する取組について

5 外来・在宅医療に関する取組について

6 介護との連携について

7 医療従事者の確保について

Ⅲ 取組の推進について

1 地域での課題等の共有

2 知事権限について

3 地域医療介護総合確保基金の活用について

4 地域医療構想の実現に向けた柔軟かつ実践的な点検・

プロセス・評価の観点について

Ⅳ 地域医療構想と医療計画の関係等

1 ５疾病６事業との関係について

2 地域医療構想調整会議とその他会議体との関係について

新構想ガイドラインの構成案
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○ これまでの病床機能だけでなく、新たに医療機関機能が追加され、外来・在宅医療、介護との連携、
医療従事者の確保も具体的な記載事項となる。

令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より抜粋

【現構想のガイドライン】

Ⅰ 地域医療構想の策定

1 地域医療構想の策定を行う体制等の整備

2 地域医療構想の策定及び実現に必要なデータの収集、

分析及び共有

3 構想区域の設定

4 構想区域ごとの医療需要の考え方

5 医療需要に対する医療提供体制の検討

6 医療需要に対する医療供給を踏まえた必要病床数の

推計

7 構想区域の確認

8 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策

の検討

Ⅱ 地域医療構想策定後の取組

1 地域医療構想の策定後の実現に向けた取組

2 地域医療構想調整会議の設置・運営

3 都道府県知事による対応

4 地域医療構想の実現に向けたＰＤＣＡ

Ⅲ 床転換報告制度の公表の仕方

1 患者や住民に対する公表

2 地域医療構想調整会議での情報活用



地域医療構想調整会議における検討事項について

6令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ 記載事項の追加に合わせ、調整会議での検討事項が幅広くなる。

○ 検討事項に応じた各分野における既存の会議体の活用も検討する。



令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

新構想の策定スケジュールと医療計画等との関係

○ 新構想の策定は、今年度末発出見込みのガイドラインをふまえ、令和８年度から必要病床数等の
検討を開始し、令和９年度から医療機関機能等について協議することが示されている。

○ 新構想の策定期限について、国は「令和10年度中までに取組を開始すること」としている。

○ 医療計画においては、基本的に第９次計画で新構想の内容を盛り込むものとされる。
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③病床機能報告について

病床機能区分の見直し

○ これまでの「回復期」に代えて『包括期』が設けられる。

○ 「回復期」は、主に「急性期を経過した患者」へのリハビリを提供する機能とされ
ていたが、『包括期』は、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として、
高齢者救急等の一部の急性期と回復期の機能をあわせもつ機能となる。

○ 包括期の必要病床数の推計にあたっては、医療資源投入量では急性期と見なされる
75歳以上の高齢者患者の一定割合を包括期として按分することになる見込み。

令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



9令和８年１月16日第９回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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必要病床数の推計手法の見直し

○ これまでの推計は、性・年齢階級別の入院受療率や病床稼働率が変わらない仮定で、
2013年の人口と医療需要をベースにしたもの。

○ ただし、現在まで見直しが行われず、将来人口推計や医療需要、医療提供体制の変
化が反映されていないことが課題であった。

○ 新構想では、2040年に向けて必要病床数を定期的に見直すこととしたうえで、医療
提供体制の効率化等による受療率の変化も必要量の計算に組み込まれる見込み。

○ 具体的な計算手法はガイドラインにおいて示される。

2013年 性・年齢

階級別医療需要
×

2025年性・年齢

2013年 性・年齢 階級別推計人口

2025年
＝

階級別人口

必要病床数
機能別の想定病床稼働率

【参考：現構想の考え方】

※現構想ガイドラインの想定病床稼働率

高度急性期：0.75 急性期：0.78 回復期：0.90 慢性期：0.92
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④医療機関機能報告について

令和７年10月31日第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ これまでの病床機能とは別に地域で担う「医療機関機能」を報告いただき、医療機関
の役割を明確にして、地域の医療提供体制の確保に向けて連携や分担を推進。

○ 令和８年10月から、従来の病床機能報告と同時に報告開始となる見込み。
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区域の人口規模を踏まえた地域の医療機関機能の考え方

令和７年８月27日第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ 各地域での医療機関機能確保に向けた考え方は、人口規模や地域の実情に応じて柔軟に検討。



13令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より抜粋

急性期拠点機能にかかる議論の進め方

○ 地域には様々な設立主体の医療機関があり、経営等の状況も様々。

○ １～２年で体制を大きく変える合意形成と急性期集約や高齢者救急分担は困難。

○ 上記をふまえ、現状のスケジュールでは、2026年以降に協議をはじめ、遅くとも
2028年までに方針を定め、2035年を目途に体制確保に取り組むとされる。

2026年 【協議の開始】

○ 急性期拠点機能を有する医療機関の必要数や急性期拠点機能の集約化の協議。

○ この間は、医療提供の実情を踏まえて医療機関から報告いただく。

【方向性の決定】

○ 遅くとも2028年までに将来的に急性期拠点機能を担う医療機関を決定。

○ 2035年に向けた連携・再編・集約化の方向性を定め、取組を開始する。

【医療提供体制の構築】

○ 2035年を目途に急性期拠点機能にかかる医療提供体制を確保する。

202８年頃

2035年
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⑤その他の記載事項について

医療従事者の確保について

○ 各分野の協議の場で検討が進んでいることから、各分野で新たな人材確保等の方向
性が定まった場合に、必要に応じてガイドラインに反映することになる見込み。

医療と介護の連携について

○ 在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部は患者像が重複することから、構想区域

単位において、国から提供されるデータにより、療養病床の病床数や介護保険施設

の定員数、在宅医療の提供状況等をあわせて提供体制を検討することになる見込み。

外来医療について

○ 外来医療計画において、外来医師偏在指標が「全国平均値＋標準偏差の1.5倍」以上
かつ可住地面積あたり診療所数が上位10%の区域が、地域で不足する医療機能の提供
や医師不足地域での医療提供を要請できる『外来医師過多区域』として設定される。

○ 滋賀県内では、令和６年１月時点の外来医師偏在指標で大津圏域が外来医師多数区
域となっているが、『外来医師過多区域』には該当していない。


